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論　　説

　抄　録　近年，日本企業が新たに事業進出する国として，BRICSやASEAN諸国等の新興国が注目
されているが，これらの国に進出した企業が模倣品や技術流出等の知財関連のトラブルに巻き込まれ
るケースも増えている。このような事態を防ぐためには，事業活動と同時に知財活動も立ち上げて，
知財リスクを低減する策を講じておく必要がある。本研究では，新興国の知財活動に関して，現在の
日本で入手可能な情報は何か，それを起点に不足している情報へアクセスするにはどうすればよいか，
知財業務遂行時の留意点はなにか，等について調査研究を行い，新興国において如何に知財活動を立
ち上げるか，について考察した。そして，これから新興国において知財活動を行う企業にとって「い
ろは」（最初にすべきこと）として役立つ情報をまとめた上で提言を行った。
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1 ．	はじめに

かつては企業のグローバル化と言えば，欧米，
中国に事業拠点を設け，製品の輸出・販売から
現地での製造，また開発へと事業範囲を拡大し
ていくケースが多かった。このようなケースに

ついては，当委員会においても，グローバル対
応の知財部門の在り方について，「日本側での
組織，知財活動，人材育成等」の面にフォーカ
スを当てた研究１）や，海外の研究開発拠点で生
まれた発明の取り扱いを中心とした海外拠点な
らではの知財マネジメントについて，課題・対
策・取り組みの面にフォーカスを当てた研究２）

を行ってきた。
一方，現在では，日本企業が事業を拡大する

国として，依然として中国が選ばれることが多
いものの，いわゆるチャイナリスクのあおりを
受けて，タイ，インドネシアをはじめとする
ASEAN各国，メキシコやブラジルをはじめとす
る中南米等の新興国へとシフトしてきている３）。
これらの新興国は，豊富な労働資源を持ち合

わせ成長著しいことから，規模を問わず多くの
日本企業が事業展開している。しかしながら，
現地での模倣品や技術流出の被害も報告されて
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いることから４，５），無防備で事業展開を行うこ
とにはリスクを伴う。例えば，先進国との商習
慣や法整備状況，知財環境の違いから，想定外
のトラブルに巻き込まれたり，一旦トラブルに
巻き込まれると，解決に多くの費用と時間を費
やしたり，時には事業撤退に追い込まれる等，
知的財産に絡む諸問題が現地での事業活動に深
刻な影響を及ぼす事例が発生している。
このような事例が発生する原因は何であろう
か。まず，各種インフラの整備が遅れており，
前記のトラブル解決のための制度・手段が限ら
れていること，また，そもそも制度の有無や機
能面において未知の部分が多く，知財リスクに
関する情報をはじめとして，日本から各種情報
に辿り着くのが困難であること，が挙げられる。
そして一方で，知財リスクが明確でないという
だけの理由でいつまでも新興国への事業進出を
止めておけないという社内事情がある。その結
果，見切り発車的に新興国へ事業進出してしま
い，進出してから知財リスクが顕在化するとい
う事態に至るのである。
従って，これらの新興国において事業活動を
立ち上げるにあたっては，上記の新興国特有の
課題を理解した上で，事業活動と同時に知財活
動も立ち上げ，知財面からも事業リスクを低減
する策を講じておく必要がある。
本論説では，これから新たに新興国に進出す
る企業を主な対象として，新興国ビジネスに潜
在する知財リスクや課題を「見える化」すると
ともに，対処法を考える上での一助となる先行
企業の事例，各種情報ソースの紹介を併せ，新
興国において如何に知財活動を立ち上げていく
かについて考察した。

2 ．	新興国における知財活動の課題

2．1　新興国とは

一般に「新興国」の明確な定義はないが，本

論説では，OECD（経済協力開発機構）におけ
るODA実施国，すなわち，DAC（開発援助委
員会）メンバー国を先進国とし，それ以外の国
を新興国と定義した６）。具体的にはBRICS，
ASEAN諸国，メキシコ，トルコ等である。日
本企業が現在，多く進出している，あるいは進
出しつつある国をイメージした方が，今後，海
外進出する企業にとって有益であると考えたた
めである。
なお，本論説は上記に定義された「新興国」を，

包括的に記述することに主眼を置いた。

2．2　新興国特有の課題

新興国においては，知財問題の対応に独特の
さまざまな課題があると言われている。新興国
における知財活動の立ち上げを検討する前に，
まず新興国特有の知財活動の課題を把握してお
く必要があると考え，項目ごとに整理した（表
１）。
これらの課題は単独で存在する場合もある

が，多くはいくつかの要因が複合した課題とな
っている。例えば，言語の問題によるコミュニ
ケーションの課題は，知財情報や知的財産権の
エンフォースメントの課題にも大きく係わって
くる。また，審査官の数の不足は審査遅延につ
ながり，知的財産権のエンフォースメントに影
響する。新興国における知財活動の立ち上げは，
これらの課題があることを認識した上で進める
必要がある。
また，上記のような新興国に内在する課題の

他に，知財活動の立ち上げを目指す企業内に起
因する課題もある。新興国ではいずれも権利取
得と活用に未知の部分が多いことから，これら
の国に社内の知財リソースをどれだけ振り向け
るべきかは，費用対効果の観点で大きな問題と
なる。新興国における知的財産の価値をどのよ
うに評価し，どのように対処するかの判断は
個々の企業にとって大きな課題となっている。
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3 ．	新興国における知財活動の実際

3．1　各国の事例

前章で述べた課題を具体的に理解するため
に，新興国における最近の事例を紹介する。
これから産業発展を目指す新興国にとって，

先進国企業の特許は自国産業の成長の「妨げ」
となり得る。最初に紹介するのは，図らずも新
興国が先進国企業の知的財産権の活用に待った
をかけた形になった事例である。
インド特許法における強制実施権は，先進国

企業の権利行使を制約する側面を持つというこ
とができる。がん治療薬の強制実施権が設定さ
れた事例は，インド現行法のもとで初めてのケ
ースとなった７）。本件は，インド特許を有する
先進国医薬メーカＡ社がインド国内で治療薬を
販売していた状況で，Ａ社とのライセンス交渉
が不調に終わって窮地に追い込まれた国内医薬
メーカＢ社が，インド特許庁に強制実施権の申
立を行って認められたケースである。特許庁は，
Ａ社の医薬品が一般の人々が利用できる価格で

はないことを判断理由に挙げており，先進国の
常識からは予測し難い判断と言えよう。
中国では，先進国企業の特許の権利範囲を実

質的に狭めることになった事例がある。この事
件では，日本企業Ｃ社の遺伝子組み換え技術に
関する特許権が，実施例の菌株が含まれる上位
の「属」で規定された請求の範囲が広すぎると
いう理由で，無効となった８）。ちなみに，対応
日本出願は，｢属｣ で規定された請求の範囲で
拒絶理由通知が発せられることなく登録されて
いる。
また，我々にとってなじみの薄い制度も存在
する。例えば，タイの特許制度では，特許ライ
センス契約を知的財産局に登録する義務があり，
違反すると特許権の取消しの可能性がある９）。
また，インドネシアでは，特許年金の不払いに
対して，政府に対する債務であるとして，代理
人や出願人が支払いを督促されたことが報じら
れている10）。インドネシアの特許法115条１項
解説の，「３年間支払われなかった年金は特許
権者が支払うべき負債となる」との記載が根拠
になっているようである。

表１　新興国における課題

項目 内容

知財情報
・入手できる情報が限られる
・データベース等の調査ツールの不備
・対応可能な現地調査会社が限定され，調査能力も未知数

知財関連分野の 
人的資源

・知財専門家の数，能力が不足
　（裁判官，審査官，弁護士・弁理士，調査会社等）

政治的背景 ・宗主国の影響（知財関連法，コモンロー等）
・知的財産権の法制が未整備，または，特殊な制度が存在

コミュニケーション
・英語が現地公用語に含まれないケースが多い
・知財関係者の英語力の差が大きい
・日本人は英語を常用せずさらに不利

エンフォースメント

・司法機関（裁判所，警察等）の実効力が未知数
・使える権利（知的財産権他）や法律が不明
　（商標権，意匠権，特権許・実案権，著作権，不競法，民法等）
・出願しても権利化に時間がかかる
・権利の安定性が低い
・裁判の予見性が低い
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特許制度の運用経験が浅い国では，審査遅延
も大きな問題である。例えば，インドでは，
2013年８月時点で，審査待ち件数が約16万件に
達しており，約１年半で１万５千件の増加であ
ることが報じられている11）。なお，インドの審
査遅延に関しては，当協会のインド訪問団が架
け橋となって，長期滞留案件の情報を提供して，
審査促進に一役買っている12）。また，タイでは，
「出願から権利化までに10年以上を要するケー
スが多数を占め，昨年度JETRO（日本貿易振
興機構）バンコク事務所が行ったサンプル調査
によると，外国出願は登録までに平均13年を要
し，20年近く要した事例も散見され」ている13）。
知財制度自体がない国もある。近年，ASEAN
最後のフロンティアといわれるミャンマーに進
出する企業が増加しているが14），未だ知財法制
度は制定されていない。日本では，経済産業省
が中心となって，ミャンマーの知財制度整備チ
ームを立ち上げており，日本が主導的に知財制
度の導入を支援する体制が検討されている15）。
以上，特に日本企業の進出が著しいインドや
中国，ASEAN諸国について最近の事例を紹介
した。これらの事例を見るだけでも，日本を含
む先進国の知財制度や運用に慣れ親しんだ我々
には，異質の世界であることが理解できる。

3．2　先進企業の取り組み

このような異質な世界である新興国におい
て，先行して事業を展開している企業はどのよ
うに知財活動に取り組んでいるのであろうか。
新興国で知財活動を実施しているグローバル先
進企業にインタビューを実施し，生の声を聞い
た。

（1）Ｘ　社
Ｘ社は，売上高のうち約50％を海外が占める
消費財のグローバル企業であり，ASEAN諸国，
西アジア諸国にも既に事業進出し，模倣品に関

する係争も経験している企業である。
模倣品被害の経験を通じ知的財産権の重要性

を認識して以降，現地事業部門，日本の事業部
門および日本の知財部門との間で情報交換を密
に行う等，新興国での知財活動は三位一体を実
践しているとのことであった。特に新興国では，
権利が無いことには何もできなくなることもあ
ることから，権利取得に注力している。そのた
め，権利取得にあたっては，その国で役立つ権
利にするため，知財担当者も現地に行き，アイ
デアについて関係者と議論させることを行うこ
ともある，とのことであった。
入手困難と言われている新興国における知財

情報については，日本特許庁をはじめとした国
内外の政府の知財関係者との交流，他社インタ
ビュー，出願を担当する現地代理人等を活用し
て収集しているそうである。

（2）Ｙ　社
Ｙ社は，先進国のみならずASEAN諸国，中

南米等の新興国にも生産工場をもつ耐久消費財
のグローバル企業であり，特に90年代前半から
中国で生産を開始する等，いち早くアジアへ事
業進出し，模倣品への知的財産権につき侵害訴
訟も経験している企業である。
この企業では，新興国への進出段階（販売，

生産，開発）に応じて知的財産権を取得し，ビ
ジネス環境に応じて活用手法を選んでいる。具
体的には，模倣品を扱う企業のビジネスが他国
から輸入された模倣品を販売している段階では
意匠権，商標権で模倣品を抑え，模倣品を当該
国で生産している段階では意匠権，商標権とと
もに特許権を活用している。しかし，最近は，
新興国での模倣品の生産や流通は巧妙化してお
り，取り締まりは一層困難になっているとのこ
とであった。このように，新興国においては，
権利を取得していても実際には抑止力が働かな
い場合もあり，抑止力は期待し過ぎないほうが
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良い，という模倣品への訴訟を経験している企
業ならではの意見もあった。
また，権利取得に関しては，権利が日本企業

に帰属しないこともあり奨励すべきでないケー
スがある，現地における当局との交渉等は，言
語の問題等から現地のスタッフも交えて行った
方が有効である等，貴重な情報・意見をいただ
いた。

3．3　新興国で活動するときに必要なこと

先進企業の取り組みから分かるように，異質
な世界である新興国における知財活動では，現
地の情報を如何に正確に掴むかが重要となる。
先ず，自社の現地法人と密接に連携し，現地

の事業状況を正確に把握することが必要であ
る。商品の使用方法や販売方法が日本と異なる
ことも多く，それに応じた対策（保護対象の特
定，法選択等）が迫られるからである。
事業がある程度立ち上がった段階では，知財

活動も含めた現地拠点の立ち上げの検討も必要
となる。この場合，現地のコミュニティとのパ
イプをつくるためにも，ある程度長期かつ現地
に根ざした活動体制を検討すべきである。活用
できる情報には，現地でしか入手できないもの
も多く，これらの情報を入手するには，如何に
現地コミュニティに入り込むかが重要となる。
ここで，現地コミュニティとの関わりの中で

も重要なのは，信頼できる有力な現地代理人の
選択である。新興国では，法適用，法解釈の予
測可能性が低く，当局の裁量の幅も大きいこと
が多い。この点，有力な現地代理人は，現地当
局の情報に明るいので，企業は適切なアドバイ
スが得られるだけでなく，現地代理人を通じて
当局に働きかけることも可能である。
また，JETRO等の公的機関の現地事務所や

既に現地で活動している先進企業との連携も重
要である。新興国の活動で直面する課題は，既
に先進企業が経験していることが多く，そのよ

うな課題，対応策を事前に入手しておくことは
有益である。
そして，上記のポイントを前もって考慮した

上で，可能な限り早い段階で行動を起こすこと
が望まれる。不確定要因の大きい新興国におい
ては，少しの遅れが後で大きな禍根を残すこと
になりかねない。言い換えると，早く知財活動
を「立ち上げ」ることが重要である。

4 ．	新興国における知財活動の立ち上げ

4．1　知財活動の立ち上げ

前章において，新興国における特異な事例と
先進企業の取り組みを踏まえ，知財活動の早い
立ち上げが重要であることを述べた。ここでは，
具体的にどの知財活動をいつ，どのように立ち
上げていくかについて考察していく。
ここでいう知財活動とは，出願・権利化活動

に留まらず，事業体として必要とする知財機能
すべてを包含する。必要な知財機能は，基礎と
なる事業活動に大きく左右されるものであり，
また，事業活動は企業の業種によっても異なる
ものではあるが，ここでは，おおよその共通項
目として，最も一般的である販売・サービス，
生産，開発の３タイプに分けて整理を行った（図
１）。
なお，ここで説明する知財活動の立ち上げは，

現地拠点が出来上がる前から行われるものがほ
とんどであるため，主に，日本での知財活動や
日本からの出張対応が基本となっている。機能
によっては，現地拠点が出来上がってからの活
動になるものもあるので，時間軸を，事業計画
段階，進出決定後，事業開始段階／事業開始以
降の各ステージに合わせて，何をどのように立
ち上げていくべきかを検討していくことにす
る。各ステージにおける知財活動の詳細につい
ては，文末に添付のチェックリストを参照して
いただきたい（表２）。
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4．2　何を立ち上げるか

（1）販売・サービスにおける立ち上げ
現地で販売・サービスを行う場合，主として
対応を考えなければならない知財リスクは，侵
害リスクと模倣リスクであろう。
侵害リスクへの対応としては，現地の知財デ
ータ（特許，意匠，商標等の知的財産権，知財
制度，判決例等）を調査し，クリアランス等を
行うことになる。しかし，前述のとおり多くの
新興国においては，知財インフラが欧米や日本
並に整備されておらず，例えば特許データ（ス
テイタス，公開，登録クレーム等）が入手でき
ない，入手できたとしても信頼性が低い，さら
には現地語の情報のみで内容確認が困難である
等，先進国ではあまり経験しない状況が存在す
る。このような状況に対して，現地の特許事務
所・法律事務所と密に連携することは重要であ
る。優れた特許事務所・法律事務所は，独自の
知財データベースを保有していたり，知財デー
タへのアクセス方法を熟知していたりするから
である。
また，模倣リスクへの対応としては，市場に

おける模倣品の出現を監視し，模倣品が発見さ
れれば詳細に調査し，さらに知財制度に基づい
て模倣品を排除して自社製品の救済を行うこと
になる。ここでまず重要になるのは，特許権，
意匠権，商標権等の知的財産権である。これら
の活用が救済手段となり得るのであれば，現地
進出決定の段階で出願しておく必要がある。投
資対効果の観点からは，特許権よりも権利活用
しやすい商標権や意匠権の権利化を優先させる
のも一案である。さらに，これらの知的財産権
の出願・権利化方法をはじめとして民法，刑法，
行政法，不正競争防止法等の救済手段が受けら
れるように事前対策を打っておくことである。
ここでも，現地の特許事務所・法律事務所は重
要な役割を果たす。彼らは，民法・刑法等の適
用要件，行政手続，知財判例についても貴重な
情報を握っていると期待できるからである。ま
た，現地の商工会議所や模倣を経験した先進企
業等にも情報提供を仰ぎ，方針決定の参考にす
るとよい。
なお，事業計画段階において，模倣品に対す

る有効な対応策の有無や対応策の具体的な内容
を把握し，模倣リスクを計画に織り込んでおく

図１　事業形態と知財活動
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ことが理想的であるのは言うまでもない。

（2）生産における立ち上げ
現地で製品を生産する場合，販売・サービス

と同様に，生産行為や生産した物に対して侵害
リスクがある。また，設備等の情報や製造ノウ
ハウが現地従業員を介して流出する技術流出リ
スクや，流出した技術に基づいて他者に類似品
を生産される模倣リスクがある。侵害リスクと
模倣リスクについては販売・サービスと同様で
あるので，ここでは技術流出リスクについて述
べる。
技術流出リスクへの対応としては，事業所に

おいて現地従業員の立ち入り区域を制限した
り，コア部分の生産は日本国内で行う等，秘匿
したい技術情報の囲い込みやブラックボックス
化の方法が採られることもあるが，ある程度の
技術開示や技術ライセンスは避けられないの
で，現地における人的・物的な技術情報管理の
施策を確立しておくことが必要である。技術情
報管理規程，雇用契約・秘密保持契約等に適用
される関連法制は，知財制度と同様に国の意向
を強く受け，独特のものが多いので，その内容
や執行力について，現地の特許事務所・法律事
務所または現地の商工会議所と意見交換し，有
効な社内制度を策定するために，事業計画段階
から準備すべきである。

（3）開発における立ち上げ
現地で開発活動を行う場合，開発品を現地で

生産したり，販売したりするのであれば，販売・
サービスや生産と同様に，現地での侵害リスク，
技術流出リスクや模倣リスクがある。一方，生
産の場合とは異なり，開発活動においては現地
で創生される知的財産権の取り扱い，現地での
技術調査や技術契約の対応が重要となるので，
これらを中心に述べる。
現地で創生される知的財産権の取り扱いへの

対応としては，事業計画段階において，進出国
の知財制度の検討はもちろんのこと，具体的な
出願・権利化方法，それに伴う従業員への補償，
権利者の取り扱い等の社内ルールについても検
討すべきであり，いずれの場面においても現地
の特許事務所・法律事務所の選定が最重要項目
である。
ただし，現地で開発活動を行うと言っても，

初めは現地単独で開発することは少なく，日本
や他国の開発拠点と連携して開発することが多
いと考えられる。この場合は，例えば，共同出
願の方法や，共同開発の情報に関するアクセス
制限等，日本や他国の開発拠点との連携につい
ても取り扱いを検討しておく必要がある。
出願に関する権利調査・先行文献調査につい

ては，日本での調査のみならず，現地の調査機
関も活用できる。調査機関の選択については，
現地の特許事務所・法律事務所からの情報を基
に，データの整備状況や調査ツールに関する状
況を把握し，検討すればよい。

4．3　マネジメント上の留意点

前節において述べたとおり，知財活動の立ち
上げには，事業活動やその活動の段階に応じた
知財マネジメントを行わなければならない。本
節では，その際の留意点について述べる。
新興国においても，自社の事業が保護できる，

すなわち模倣等の不法行為に対する救済手段と
なり得る知的財産権を取得・維持することが第
一であることは，先進国において企業が目指す
ところと何ら異なることはない。異なる点は，
「新興国で知的財産権を持っていても役に立た
ないのでは？」という疑問の声が聞かれること
である。この声の真偽のほどは別にしても，進
出する新興国が増えれば知財経費も増加し，経
営層からその投資対効果が厳しく問われるのは
事実である。
しかしながら，新興国の知財レベルが成熟す
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るのを待ってから知財投資を開始するのでは，
限られた対応しかできなくなり，知財活動によ
る事業の保護という目的は達成できない。やは
り早い立ち上げが必要である。そのためには，
新興国における将来的な事業展開と，事業保護
に対する知財活動の貢献を経営層に訴え，早い
段階からの新興国への知財投資の必要性を理解
してもらうことが重要である。
次に，新興国に進出する場合，現地の特許事
務所・法律事務所の選定は非常に重要である。
権利調査や知的財産権の出願・権利化のみなら
ず，係争等に直面した場合にも，最も頼りにす
べき存在である。事務所の選定には，例えば，
JETROからの情報，国内や先進国の特許・法
律事務所からの情報や，海外知財セミナー等で
得られる情報等が有益であるが，継続して活用
し，密に連携し，事業に貢献するという観点か
ら現地調査による直接の見極めも欠かせない。
また，文化的側面，制度的側面，経済的側面
で，日本と大きく相違する現地の情報を入手す
るには，現地の商工会議所等への参加も有効で
ある。このような場では，現地のビジネス情報
として日本の先進企業の活躍が話題になるのは
もちろんのこと，特許・法律事務所，調査会社
等の外部機関の評判から，行政機関，警察組織，
司法機関等に関するゴシップまで，多種多様な
情報が飛び交う。情報の質としては玉石混交で
はあるが，情報の鮮度や量の点では第１級の情
報源であることは間違いない。
そして，新興国における知財活動を，事業活
動の一環として組み込む環境を築いておくため
には，社内やグループ内関連会社の関係部署と
パイプを作っておくことも必要である。前述の
とおり，新興国における知財対策の予算確保は，
知財部門の担当者にとって頭の痛い問題のひと
つである。予算確保のためには，新興国におけ
る将来的な事業展開を考えて，知財投資の必要
性を経営層に理解してもらわなければならな

い。そのためには，事業部門と共同して10年後
のその国における事業の姿を描き，事業保護の
ために必要な知的財産権を明確にして，知財投
資の意義を明らかにすることが重要である。
また，新興国において実際に知財問題が発生

した場合，知財部門だけで解決できるケースは
少なく，むしろ，新興国では現地をよく知る営
業パーソン等の助けを借りる機会が多くなるこ
とが予想される。その時に，すでにパイプがで
きていれば，協力を得ることは容易である。

4．4　立ち上げ時の「いろは」

以上，新興国への事業進出に伴って立ち上げ
るべき知財活動と，その知財活動を行う上でマ
ネジメント上留意すべき事項について述べてき
た。本章の最後に当たり，当小委員会として，
新興国における知財活動の立ち上げ時の「いろ
は」を下記のとおり提言したい。

い：  いろいろな知的財産権を駆使して事業保護
に活用する

ろ：  ローカルの事務所，商工会議所，法人，団
体，先進企業等を活用する

は：  はなしができる仲間を社内・グループ内に
作る

5 ．	おわりに

多くの事業分野において，先進国の市場が成
熟しつつある今日，企業が成長を持続するため
に新たな市場を開拓することは急務である。本
論説では，新たな市場の有力候補である新興国
を取り上げ，どのように知財活動を立ち上げれ
ばよいか，について論じた。
前章で述べたように，事業活動の態様やステ

ージに応じて，立ち上げるべき知財活動は異な
るし，必要な活動の内容や規模に至っては企業
ごとに様々であろう。また，本論説ではあえて
触れていないが，一口に新興国といってもそれ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 64　No. 10　20141586

ぞれの国が異なる国状を抱えている（国ごとの
情報源については表３を参照）。しかしながら，
前章の最後に掲げた新興国における知財活動の
立ち上げ時の「いろは」から検討を始めていた
だければ，どの国のどんな状況に対しても，知
財活動のヒントが見出せるものと考える。
本論説が，これから新たに新興国に進出しよ

うと考えている企業の方，進出したてで日々
様々な問題に現に直面している企業の方，さら
には，新興国に進出はしているが，知財活動は
まだまだこれから，という企業の方に，多少な
りとも参考になれば幸いである。
本論説の執筆は，2013年度マネジメント第２

委員会第３小委員会のメンバーである，三宅洋
（小委員長，クラレ），宮﨑智子（小委員長補佐，
ロート製薬），市川隆義（ジヤトコ），遠藤隆（リ
コー），大谷誠一郎（ダイキン工業），岡本貴洋
（サントリーホールディングス），河崎充実（JFE
スチール），町田圭（本田技研工業），鎗居龍太
（パナソニック）が担当した。
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表２　チェックリスト
事業計画段階 進出決定後 事業開始段階／事業開始以降

販売・ 
サービス

模倣品対
策

□類似商品の有無を調査
□模倣品対策の必要性を検討

□模倣品監視の仕組み策定
□使える権利の確認
□対応予算の策定

□模倣品監視の実施
□模倣品発見時の社内体制の確
立，シミュレーション
□対応予算の策定
□代理人の選定

ライセン
ス管理

□ライセンスポリシーの検討
□契約雛形検討

□契約交渉者との事前調整
□契約雛形作成

□契約締結

ブランド
□要権利化商標の抽出
□商標出願

□ブランド利用基準の制定
□ブランド利用規準の運用体制確
立
□商標出願

□商標の権利維持
□商標出願

知的財産
権取得

□進出国での知財環境の調査
□現地で相談できる専門家の確保
□必要な知財権の抽出
□代理人選定
□出願可能なものを選定して出願

□出願可能な知財権の選定
□現地向け出願態様の検討
□出願可能なものを選定して出願

□必要な知財権の取得状況の確認
□現地発掘方法の仕組み，ルール
作り
□出願可能なものを選定して出願
□登録権利の維持，活用

係争対応

□コンペティターの調査
□進出国の知財係争の情報収集
□代理人情報の収集
□代理人の選定方法の確立

□対応予算の策定
□他社権利調査
□代理人の選定
□代理人の確保/維持，顕密なコ
ミュニケーション

□問題発生時の社内体制の確立，
シミュレーション
□侵害性の確認
□対応予算の策定
□代理人の確保/維持，顕密なコ
ミュニケーション

クリアラ
ンス

□コンペティター調査
□他社権利調査体制の整備
□鑑定ができる代理人の調査，選
定基準の作成
□調査の実施
□シロ判断の完了

□他社権利調査方法の確立
□調査の実施

□ルール，仕組みの運用
□問題発生時の社内体制の確立，
シミュレーション
□現地でのウォッチング調査

生産

ノウハウ・ 
営業秘密
管理

□自社技術のノウハウの特定
□ノウハウ取り扱い管理規定の設
定
□ノウハウ開示ルールの設定

□協力会社への開示範囲決定，契
約締結
□ルール，仕組みの運用
□従業員規則の整備
□従業員の教育

□ルール，仕組みの運用

模倣品対
策

－ □人材離れ予防策の検討 －

ライセン
ス管理

（販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照）

ブランド（販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照）

知的財産
権取得

（販売・サービス欄を参照）

□職務発明の補償制度の情報収集
□現地企業に供与する技術の権利
化を優先して権利化

（販売・サービス欄を参照）

□ローカルルールの調査
□知財権の出願・権利化の社内手
続きの策定
□現地発掘方法の仕組み，ルール
作り
□職務発明の補償制度策定

（販売・サービス欄を参照）

□現地管理，本社間との情報共有
の仕組みづくり
□従業員の教育
□出願可能なものを選定して出願

係争対応（販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照）

クリアラ
ンス

（販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照）

□現地でのウォッチング調査

開発

ノウハウ・ 
営業秘密
管理

（生産欄を参照） （生産欄を参照） （生産欄を参照）

技術契約 □自社技術のノウハウ特定 □協力会社への開示範囲決定
□協力会社との契約締結

□ルール，仕組みの運用

各種技術
調査

□調査DB，調査機関の検討 □先行技術調査 □先行技術調査

知的財産
権取得

（生産欄を参照） （生産欄を参照） （生産欄を参照）

係争対応（販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照）

クリアラ
ンス

（販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照） （販売・サービス欄を参照）

□現地でのウォッチング調査

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。
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表
３
　
情
報
源
一
覧
表

国

カ
テ
ゴ
リ
ー

特
徴
的
な

制
度
等

情
報
源
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
提
供
元

中
国

ベ
ト
ナ
ム

タ
イ

マ
レ
ー
 

シ
ア

カ
ン
ボ
 

ジ
ア

ラ
オ
ス

ミ
ャ
ン
 

マ
ー

ブ
ル
ネ
イ

イ
ン
ド
 

ネ
シ
ア

フ
ィ
リ
 

ピ
ン

シ
ン
ガ
 

ポ
ー
ル

イ
ン
ド

ト
ル
コ

イ
ス
ラ
 

エ
ル

ロ
シ
ア

ハ
ン
ガ
 

リ
ー

エ
ス
ト
 

ニ
ア

メ
キ
シ
コ
ブ
ラ
ジ
ル

チ
リ

南
ア
フ
リ

カ
共
和
国

BR
IC
S

AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N
AS
EA
N

BR
IC
S

非
DA
C

非
DA
C

BR
IC
S

非
DA
C

非
DA
C

非
DA
C

BR
IC
S

非
DA
C

BR
IC
S

ラ
イ
セ
ン

ス
契
約
の

登
録
義
務

知
財
制
度

策
定
作
業

中
強
制
実
施

権

１
．
情
報
サ
イ
ト

外
国
産
業
財
産
権
制
度
情
報

特
許
庁

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
ht
tp
://
w
w
w
.jp
o.g
o.j
p/
sh
iry
ou
/s
_s
on
ot
a/
fip
s/
m
ok
uj
i.h
tm

新
興
国
等
知
財
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
特
許
庁

○
○

○
○

○
○

ht
tp
://
w
w
w
.g
lo
ba
lip
db
.jp
o.g
o.j
p/
co
un
tr
y/

ミ
ニ
ガ
イ
ド

外
国
産
業
財
産
権
侵

害
対
策
等
支
援
事
業

ht
tp
://
w
w
w
.ip
rs
up
po
rt
-jp
o.g
o.j
p/
m
in
ig
ui
de
/m
in
ig
ui
de
.h
tm
l

　
産
業
財
産
権
制
度
に
関
す
る
情
報

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
　
権
利
の
活
用
等
に
関
す
る
情
報

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

　
特
許
商
標
等
検
索

○
○

○
○

知
的
財
産
権
保
護

JE
T
RO

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

ht
tp
://
w
w
w
.je
tr
o.g
o.j
p/
th
em
e/
ip
/c
ou
nt
ry
/

国
別
模
倣
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
，
判
例
 

・
事
例
集

JE
T
RO

ht
tp
://
w
w
w
.je
tr
o.g
o.j
p/
th
em
e/
ip
/c
ou
nt
ry
/m
an
ua
l.h
tm
l

　
模
倣
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
等

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
　
出
願
・
権
利
化
に
関
す
る
資
料

○
○

○
　
権
利
行
使
，
係
争
に
関
す
る
資
料

○
○

○
○

○
○

○
　
ア
セ
ア
ン
･イ
ン
ド
 

　
知
財
保
護
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

○
○

○
○

○
○

○

　
そ
の
他

○
２
．
冊
子
，
記
事

「
ア
ジ
ア
知
財
事
情
」 

（
発
明
 2
01
2 
N
o.5
-）

発
明
推
進
協
会

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

シ
リ
ー
ズ
N
o

12
4

11
7

9
3

13
8

6
10

1
調
査
団
･代
表
団
報
告
書

日
本
知
的
財
産
協
会

○
○

○
○

○
○

○
○

○
資
料
番
号
（
公
表
年
）

42
9

（
20
14
）

42
1

（
20
13
）

42
1

（
20
13
）

41
8

（
20
13
）

42
5

（
20
13
）

41
0

（
20
12
）

40
7

（
20
12
）

37
8

（
20
09
）

37
8

（
20
09
）

37
8

（
20
09
）

36
7

（
20
08
）

36
6

（
20
08
）

36
6

（
20
08
）

36
6

（
20
08
）

35
6

（
20
07
）

35
6

（
20
07
）

35
4

（
20
07
）

３
．
関
連
団
体

海
外
に
お
け
る
日
系
企
業
情
報
交
換

グ
ル
ー
プ
（
IP
G）

JE
T
RO

○
＊
1

○
＊
2

○
○

○
○

ht
tp
://
w
w
w
.je
tr
o.g
o.j
p/
th
em
e/
ip
/i
pg
/

＊
1 
北
京
IP
G，
上
海
IP
G，
お
よ
び
，
広
東
IP
G

＊
2 
東
南
ア
ジ
ア
知
財
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
，
お
よ
び
，
タ
イ
IP
G

○
：
情
報
源
に
，
当
該
国
に
関
す
る
情
報
･記
述
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。（
参
照
日
20
14
年
５
月
27
日
）

（原稿受領日　2014年６月２日）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。


